
 

 

令和７年１月３１日 

株式会社  但馬銀行 

 

 

手形・小切手の全面的電子化に向けた対応について 

 

平素より但馬銀行をご利用いただきありがとうございます。 

当行では、政府・産業界・金融界が一丸となって取組んでおります「手形・小切

手の全面的な電子化」に向けて、2026年（令和 8年）4月 1日（水）より「手形・

小切手の発行停止」を行うこととしましたので、お知らせいたします。 

今後とも、より一層サービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご了承賜りま

すようお願い申しあげます。 

 

記 

 

一、実施内容 

 １．手形帳・小切手帳の発行を停止します 

   2026年（令和 8年）3月 31日（火）をもって、次の発行受付を終了します。 

   ✓当座小切手帳  ✓約束手形帳  ✓為替手形帳 

二、実施日 

  2026年（令和 8年）4月 1日（水） 

三、電子化移行に向けた支援 

  当行では、手形・小切手の代替サービスをご用意のうえ、電子化への支援を行

っておりますので、詳しくはお取引店へご相談ください。 

＜電子化とは＞ 

   電子化の代表例           お客さまにおける電子化のメリット 

インターネット 

ＦＢサービスによる振込 

 

コ ス ト 削 減 
印紙税や取引先への郵送料等が不要にな

ります 
 

事務負荷軽減 
手形・小切手の振出・郵送作業、銀行への持

込負担などの事務負荷軽減につながります 

 

電子記録債権 

（でんさい） 

 

リ ス ク 低 減 
現物の管理が不要となり、盗難・紛失の

心配がありません 

 

＜ご参考：電子化に向けた実施中の対応＞ 

 １．当座預金について新規口座開設の取扱終了 

 ２．2027 年（令和 9年）4 月以降を期日とする手形・小切手の取立受付終了 

以  上 



 

 

 

 
本件に関するお問い合わせ 

但馬銀行 事務統括部 ０７９６－４４－５０５０ 

受付時間／平日 ９：００～１７：００ 

（ただし、銀行休業日を除く） 

 


